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地域公共交通計画認定申請書 

 

 

 

 地域公共交通計画のうち、地域公共交通確保維持事業に係る計画を別紙のとおり定めたの

で、関係書類を添えて申請します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本申請書に、記載すべき事項を全て記した地域公共交通計画を添付すること。 
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別 紙 

 

 

令和７年６月  日 

 

          （名称）佐賀市地域公共交通協議会           
  

１．地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性 

 

佐賀市は、ＪＲ佐賀駅や隣接する佐賀駅バスセンターを始め、九州横断自動車道佐賀大

和ＩＣ、九州佐賀国際空港が立地しており、県庁所在都市として、一定水準以上の公共交

通機関が運営・維持されている。その中でも、地域公共交通の中心的役割を担っている「バ

ス」については、交通事業者（５社）が運行しており、佐賀駅バスセンターを中心に放射

線状の路線バスネットワークが形成されている。 

 しかしながら、車社会の進展とともに、都市機能が中心市街地から郊外へ分散し、多く

の市民が車を日常的な移動手段として利用していることに加え、人口減少、少子・高齢化

等の要因から、公共交通の利用者は近年減少傾向にあり、収支の悪化や行政負担の増大等

によって生活交通の維持・確保が厳しさを増している。 

 そこで、当市では、将来にわたって当市の公共交通を持続可能なものとしていくための

基本指針である「佐賀市地域公共交通計画」を令和４年度に策定し、「①利便性・効率性の

高い公共交通ネットワークの構築」、「②地域特性に応じた多様な公共交通の実現」、「③協

働と連携による公共交通施策の推進」、「④デジタルを活用した利便性と生産性の向上」を

４つの柱として、持続可能な地域旅客運送サービスの提供の確保に向けた取り組みを進め

ている。 

具体的には、幹線交通を運行する民間路線バスの欠損補助や利用促進策を実施しながら

その維持を図るとともに、大和町松梅地区の「デマンドタクシー運行事業」、富士町の「コ

ミュニティバス運行事業」、三瀬地区の「コミュニティバス運行事業」等により交通不便地

域の移動手段を確保することで、広域移動から地域内移動まで多様な移動に対応した地域

公共交通ネットワークの構築を目指している。 

 申請する１４系統は、交通不便地域における児童・生徒の通学、自動車を運転できない

高齢者の買い物や通院など、生活に必要な活動のために重要な役割を果たしており、今後

も継続して利用促進に向けた取り組みを行いつつ利便性を維持する必要がある。 

 そこで、地域公共交通確保維持事業を活用することで当該１４系統の運行を維持し、各

交通機関がそれぞれの役割を果たしつつ交通拠点で円滑に接続された地域公共交通ネット

ワークを構築することで、地域旅客運送サービスの安定的な提供を図るものである。 
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別 紙 

２．地域公共交通確保維持事業の定量的な目標・効果 

（１）事業の目標 

□大和町(松梅地区)デマンドタクシー運行事業 

 下表のとおり、年間利用者数の増加を目指す。 

 

年 度 
目  標 

年間利用者数 

令和 8年度 １２，２７５人以上 

現状値（R6） １１，１１８人 

 

□富士町コミュニティバス運行事業 

 下表のとおり、年間利用者数の増加を目指す。 

 目標年間利用者数 

松原タクシー ロイヤル観光 佐賀タクシー 中央タクシー 合計 

R8 年度 5,762 人以上 12,135 人以上 4,603 人以上 2,633 人以上 25,133 人以上 

現状値 

（R6） 
5,748 人 8,810 人 3,646 人 1,854 人 20,058 人 

 

□三瀬地区コミュニティバス運行事業 

 下表のとおり、年間利用者数の増加を目指す。 

 

年 度 
目  標 

年間利用者数 

令和 8年度 １２，１５５人以上 

現状値（R6） ７，３９４人 

 

（佐賀市地域公共交通計画 Ｐ２３ 参照） 

（２）事業の効果 

 

「大和町（松梅地区）デマンドタクシー」、「富士町コミュニティバス」、「三瀬地区コミ

ュニティバス」の運行を維持・確保することにより、車を運転できない高齢者等の日常

生活に必要不可欠な移動手段が確保される。また、幹線・支線のネットワークが連携す

ることで、公共交通の利便性が向上し、利用しやすくなる。 

 

３．２．の目標を達成するために行う事業及びその実施主体 

 

・地元自治会と協力し、利用促進を図るチラシ・パンフレットを配布または回覧する。 

（佐賀市・全運行事業者） 

・新高校生を対象とした集会において、バスの案内を行うことで、高校生のバス利用を

促進する。（佐賀市及び有限会社松原タクシー） 

・市報や観光パンフレットなどに、運行案内を掲載することで周知を図る。（佐賀市及び

有限会社松原タクシー） 

・コミュニティバスの乗り方教室の開催（佐賀市） 
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別 紙 

４．地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び 

運送予定者 

 

表１を添付 

 

５．地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額 
 

 地域公共交通確保維持事業によって運行の維持を図る松梅地区デマンドタクシー、富士

町コミュニティバス及び三瀬地区コミュニティバスについては、運行経費から運行収入及

び国庫補助金を差し引いた金額を、佐賀市の一般会計にて佐賀市が補助することで負担し

ている。 

 

６．２．の目標・効果の評価手法及び測定方法 

 

 ・運行事業者がカウントした利用者数に基づき、数値による評価を実施 

 ・評価結果を「地域内だより」で全戸に周知 

 ・地域住民で組織される「地区の検討会議」で協議を行う。 

 

７．別表１の補助対象事業の基準ホただし書に基づき、協議会が平日１日当たりの

運行回数が３回以上で足りると認めた系統の概要 

【地域間幹線系統のみ】 

 該当なし 

 

８．別表１の補助対象事業の基準ニに基づき、協議会が「広域行政圏の中心市町村

に準ずる生活基盤が整備されている」と認めた市町村の一覧 

【地域間幹線系統のみ】 

該当なし 

 

９．生産性向上の取組に係る取組内容、実施主体、定量的な効果目標、実施時期 

及びその他特記事項 

【地域間幹線系統のみ】 

 該当なし 

 

10．地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要 

【地域内フィーダー系統のみ】 

表５を添付 

 

11．車両の取得に係る目的・必要性 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ

うとする場合のみ】 
 該当なし 

 

12．車両の取得に係る定量的な目標・効果 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ

うとする場合のみ】 

（１）事業の目標 
該当なし 
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別 紙 

（２）事業の効果 

 該当なし 

 

13 車両の取得計画の概要及び車両の取得を行う事業者又は地方公共団体、要する費

用の総額、負担者とその負担額【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式

車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

該当なし 

 

14．老朽更新の代替による費用の削減等による地域公共交通確保維持事業における

収支の改善に係る計画（車両の代替による費用削減等の内容、代替車両を活用

した利用促進策） 

【公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

該当なし 

 

15．貨客混載の導入に係る目的・必要性 

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

 該当なし 

 

16．貨客混載の導入に係る定量的な目標・効果 

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

（１）事業の目標 

 該当なし 

 

（２）事業の効果 

 該当なし 

 

17．貨客混載の導入に係る計画の概要、要する費用の総額、内訳、負担者及び負担

額【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

 該当なし 

 

18．協議会の開催状況と主な議論 

・令和４年３月１０日（R3 第１回）  協議会設立、規約等の制定 

・令和５年２月２７日（R4 第５回）  佐賀市地域公共交通計画 の承認 

・令和５年６月７日（R5 第 1 回）   佐賀市地域公共交通計画（地域公共交通確保維 

持事業）の認定申請の承認 

・令和６年６月４日（R6 第 1 回）   佐賀市地域公共交通計画（地域公共交通確保維 

持事業）の認定申請の承認 

・令和７年６月２４日（R7 第２回）  佐賀市地域公共交通計画（地域公共交通確保維 

持事業）の認定申請の承認 
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別 紙 

19．利用者等の意見の反映状況 

 

  佐賀市地域公共交通協議会の構成員に、住民または利用者の代表として、「自治会」、「民

生委員・児童委員」、「老人クラブ」、「ＰＴＡ」等の各種団体の代表者が含まれており、

意見を反映して本計画を作成している。 

  「大和町松梅地区デマンドタクシー」、「富士町コミュニティバス」「三瀬地区コミュニ

ティバス」が運行する各地区では地域住民の代表で組織する「公共交通検討会議」で、

情報の共有と改善案の議論を行う。 

  

今後とも各地区において、運行開始後の利用実績やアンケート結果をふまえ、見直し

を検討する。 

 

 

【本計画に関する担当者・連絡先】 

（住 所） 佐賀県佐賀市栄町１番１号    

（所 属） 都市戦略部交通政策課      

（氏 名） 小野 哲郎、北村 譲治     

（電 話） 0952-40-7038          

（e-mail） kotsuseisaku@city.saga.lg.jp  
 

注意： 本様式はあくまで参考であり、補助要綱の要件を満たすものであれば、この様式によら

なくても差し支えありません。 

実際の計画作成に当たっては補助要綱等を踏まえて作成をお願いいたします。 

    各記載項目について、地域公共交通利便増進実施計画及び地域旅客運送サービス継続実

施計画を作成している場合には、当該計画から該当部分を転記したり、別添○○計画△節

のとおり、等として引用したりすることも可能です。（ただし、上記２．・３．については、

地域公共交通利便増進実施計画及び地域旅客運送サービス継続実施計画に定める目標、当

該目標を達成するために行う事業及びその実施主体に関する事項との整合性を図るように

して下さい。また、地域公共交通計画全体として、協議会における協議が整った上で提出

される必要があります）。 

 

※該当のない項目は削除せず、「該当なし」と記載して下さい。 

110073290
タイプライター
6



表
１
　
地
域
公
共
交
通
確
保
維
持
事
業
に
よ
り
運
行
を
確
保
・
維
持
す
る
運
行
系
統
の
概
要
及
び
運
送
予
定
者
（地

域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
）

令
和
8
年
度

起
点

経
由
地

終
点

運
行
態
様
の
別

基
準
ハ
で

該
当
す
る

要
件
（
別

表
７
・
９
）

補
助
対
象
地
域
間
幹
線
系
統

等
と
接
続
の
確
保

基
準
ホ
で
該
当

す
る
要
件

（
別
表
７
の
み
）

.k
m

.k
m

往
11
.k
m

復
11
.k
m

往
15
.7
km

復
15
.7
km

往
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.9
km

復
.k
m

往
循
環

復
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.2
km

往
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.k
m

復
.k
m

往
11
.9
km

復
.k
m

往
循
環

復
21
.7
km

往
9.
7k
m

復
10
.k
m

往
15
.3
km

復
15
.1
km

（
注
）

１
．
区
域
運
行
及
び
乗
用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運
行
の
場
合
は
、
運
行
系
統
の
「経

由
地
」
に
営
業
区
域
を
記
載
す
る
こ
と
と
し
、
「起

点
」、
「終

点
」及

び
「系

統
キ
ロ
程
」に
つ
い
て
記
載
を
要
し
な
い
。

２
．
「
系
統
キ
ロ
程
」に
つ
い
て
は
、
小
数
点
第
１
位
（第

２
位
以
下
切
り
捨
て
）ま
で
記
載
す
る
こ
と
。
な
お
、
循
環
系
統
の
場
合
に
は
、
往
又
は
復
の
ど
ち
ら
か
の
欄
に
キ
ロ
程
を
記
載
し
、
も
う
片
方
の
欄
に
「循

環
」と
記
載
す
る
こ
と
。

３
．
「
利
便
増
進
特
例
措
置
」に
つ
い
て
は
、
地
域
公
共
交
通
利
便
増
進
計
画
の
認
定
を
受
け
、
地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
に
係
る
特
例
措
置
の
適
用
（別

表
９
）を
受
け
て
補
助
対
象
と
な
る
場
合
の
み
「○

」を
記
載
す
る
こ
と
。

４
．
「
運
行
態
様
の
別
」に
つ
い
て
は
、
路
線
定
期
運
行
、
路
線
不
定
期
運
行
、
区
域
運
行
、
乗
用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運
行
の
別
を
記
載
す
る
こ
と
。

５
．
「
補
助
対
象
地
域
間
幹
線
系
統
等
と
接
続
の
確
保
」に
つ
い
て
は
、
地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
が
接
続
す
る
補
助
対
象
地
域
間
幹
線
系
統
又
は
地
域
間
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
ど
の
よ
う
に
接
続
を
確
保
す
る
か
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
。

６
．
乗
用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運
行
の
場
合
は
、
「運

行
系
統
名
」
「利

便
増
進
特
例
措
置
」に
つ
い
て
記
載
を
要
し
な
い
。

７
．
本
表
に
記
載
す
る
運
行
予
定
系
統
を
示
し
た
地
図
及
び
運
行
ダ
イ
ヤ
を
添
付
す
る
こ
と
。
乗
用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運
行
の
場
合
は
、
営
業
区
域
を
示
し
た
地
図
を
添
付
す
る
こ
と
。

麻
那
古
・古

湯
線

2
3
9
日

6
7
6
.0
回

三
瀬
村
外
線

葛
の
尾
・鎌

原
・小

学
校

線

ロ
イ
ヤ
ル
観
光
㈱

（有
）
松
原
タ
ク
シ
ー

ロ
イ
ヤ
ル
観
光
㈱

ロ
イ
ヤ
ル
観
光
㈱

③

日
池

富
士
大
和
温
泉
病
院

下
菖
蒲
・温

泉
病
院
線

2
3
9
日

2
3
9
.0
回

③

路
線
定
期

運
送
予
定
者
名

市
区
町
村
名

運
行
系
統
名

（申
請
番
号
）

区
域

①
補
助
対
象
地
域
間
幹
線
系
統
で
あ
る
佐
賀

市
営
バ
ス
の
金
立
線
と
尼
寺
停
留
所
に
て

接
続

③
大
和
町
及

び
富
士
町

の
一
部

3
6
5
日

3
,7
9
9
.0
回

計
画
運

行
日
数

計
画

運
行

回
数

利 便 増 進 特 例 措 置

北
山
中
原

富
士
支
所
前
（古

湯
温

泉
）

③
4
7
8
.0
回

2
3
9
日

路
線
定
期
②
(1
)

昭
和
自
動
車
株
式
会
社
の
古
湯
線
と
富
士

支
所
前
停
留
所
に
て
接
続

③

富
士
小
学

校
富
士
大
和
温
泉
病
院

温
泉
病
院
・
古
湯
線

日
池

富
士
小
学
校

富
士
小
循
環
線

②
(1
)

昭
和
自
動
車
株
式
会
社
の
古
湯
線
と
富
士

大
和
温
泉
病
院
停
留
所
に
て
接
続

③

2
3
9
日

3
5
8
.5
回

路
線
定
期

路
線
定
期

1
9
8
日

9
9
.0
回

2
3
9
日

2
3
9
.0
回

3
6
5
日

1
,1
4
5
.0
回

2
3
9
日

3
3
8
.0
回

昭
和
自
動
車
株
式
会
社
の
古
湯
線
と
富
士

支
所
前
停
留
所
に
て
接
続

路
線
定
期
②
(1
)

昭
和
自
動
車
株
式
会
社
の
古
湯
線
と
富
士

大
和
温
泉
病
院
停
留
所
に
て
接
続

③
1
1
9
.5
回

2
3
9
日

路
線
定
期
②
(1
)

昭
和
自
動
車
株
式
会
社
の
古
湯
線
と
富
士

支
所
前
停
留
所
に
て
接
続

富
士
小
学
校

葛
の
尾

鎌
原
入
口

富
士
小
学
校
前

三
瀬
支
所

柚
木

富
士
小
学

校
古
湯
温
泉

富
士
小
学
校

ロ
イ
ヤ
ル
観
光
㈱

ロ
イ
ヤ
ル
観
光
㈱

（有
）
松
原
タ
ク
シ
ー

（有
）
松
原
タ
ク
シ
ー

（有
）
松
原
タ
ク
シ
ー

（有
）
松
原
タ
ク
シ
ー

松
梅
地
区
デ
マ
ン
ド
タ
ク

シ
ー

葛
の
尾
・小

学
校
線

②
(1
)

昭
和
自
動
車
株
式
会
社
の
古
湯
線
と
富
士

支
所
前
停
留
所
に
て
接
続

③

路
線
定
期
②
(1
)

昭
和
自
動
車
株
式
会
社
の
古
湯
線
と
富
士

支
所
前
停
留
所
に
て
接
続

③

古
湯
循
環
線

路
線
定
期
②
(1
)

昭
和
自
動
車
株
式
会
社
の
古
湯
線
と
富
士

支
所
前
停
留
所
に
て
接
続

運
行
系
統

系
統

キ
ロ
程

地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
の
基
準
適
合

（別
表
７
・別

表
９
・別

表
１
０
）

路
線
定
期
②
(1
)

昭
和
自
動
車
株
式
会
社
の
古
湯
線
と
富
士

支
所
前
停
留
所
に
て
接
続

③

古
湯
温
泉

下
菖
蒲

富
士
支
所
前

北
山
中
原

栗
並

富
士
支
所
前
（古

湯
温

泉
）

葛
の
尾

鎌
原
防
火

水
槽
前

佐
賀
市

麻
那
古

(9
)

(1
0
)

富
士
大
和
温
泉
病
院

(3
)

(4
)

(5
)

(6
)

(7
)

(8
)

中
原
・
古
湯
線

(1
)

(2
)

②
(1
)

110073290
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表
１
　
地
域
公
共
交
通
確
保
維
持
事
業
に
よ
り
運
行
を
確
保
・
維
持
す
る
運
行
系
統
の
概
要
及
び
運
送
予
定
者
（地

域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
）

令
和
8
年
度

起
点

経
由
地

終
点

運
行
態
様
の
別

基
準
ハ
で

該
当
す
る

要
件
（
別

表
７
・
９
）

補
助
対
象
地
域
間
幹
線
系
統

等
と
接
続
の
確
保

基
準
ホ
で
該
当

す
る
要
件

（
別
表
７
の
み
）

.k
m

.k
m

.k
m

.k
m

.k
m

.k
m

.k
m

.k
m

.k
m

.k
m

.k
m

.k
m

.k
m

.k
m

.k
m

.k
m

.k
m

.k
m

.k
m

.k
m

（
注
）

１
．
区
域
運
行
及
び
乗
用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運
行
の
場
合
は
、
運
行
系
統
の
「経

由
地
」
に
営
業
区
域
を
記
載
す
る
こ
と
と
し
、
「起

点
」、
「終

点
」及

び
「系

統
キ
ロ
程
」に
つ
い
て
記
載
を
要
し
な
い
。

２
．
「
系
統
キ
ロ
程
」に
つ
い
て
は
、
小
数
点
第
１
位
（第

２
位
以
下
切
り
捨
て
）ま
で
記
載
す
る
こ
と
。
な
お
、
循
環
系
統
の
場
合
に
は
、
往
又
は
復
の
ど
ち
ら
か
の
欄
に
キ
ロ
程
を
記
載
し
、
も
う
片
方
の
欄
に
「循

環
」と
記
載
す
る
こ
と
。

３
．
「
利
便
増
進
特
例
措
置
」に
つ
い
て
は
、
地
域
公
共
交
通
利
便
増
進
計
画
の
認
定
を
受
け
、
地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
に
係
る
特
例
措
置
の
適
用
（別

表
９
）を
受
け
て
補
助
対
象
と
な
る
場
合
の
み
「○

」を
記
載
す
る
こ
と
。

４
．
「
運
行
態
様
の
別
」に
つ
い
て
は
、
路
線
定
期
運
行
、
路
線
不
定
期
運
行
、
区
域
運
行
、
乗
用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運
行
の
別
を
記
載
す
る
こ
と
。

５
．
「
補
助
対
象
地
域
間
幹
線
系
統
等
と
接
続
の
確
保
」に
つ
い
て
は
、
地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
が
接
続
す
る
補
助
対
象
地
域
間
幹
線
系
統
又
は
地
域
間
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
ど
の
よ
う
に
接
続
を
確
保
す
る
か
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
。

６
．
乗
用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運
行
の
場
合
は
、
「運

行
系
統
名
」
「利

便
増
進
特
例
措
置
」に
つ
い
て
記
載
を
要
し
な
い
。

７
．
本
表
に
記
載
す
る
運
行
予
定
系
統
を
示
し
た
地
図
及
び
運
行
ダ
イ
ヤ
を
添
付
す
る
こ
と
。
乗
用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運
行
の
場
合
は
、
営
業
区
域
を
示
し
た
地
図
を
添
付
す
る
こ
と
。1
,1
9
7
.0
回

区
域

②
(1
)

昭
和
自
動
車
株
式
会
社
の
古
湯
線
と
富
士

支
所
前
停
留
所
に
て
接
続

③

区
域

②
(1
)

昭
和
自
動
車
株
式
会
社
の
古
湯
線
と
富
士

支
所
前
停
留
所
に
て
接
続

③
2
9
4
日

㈱
佐
賀
タ
ク
シ
ー

(1
3
)
北
山
中
原
区
域

富
士
町
の

一
部

2
9
4
日

1
,7
5
6
.0
回

（有
）
松
原
タ
ク
シ
ー
(1
2
)
循
環
区
域

富
士
町
の

一
部

2
9
4
日

6
5
6
.0
回

区
域

②
(1
)

昭
和
自
動
車
株
式
会
社
の
古
湯
線
富
士
支

所
前
停
留
所
と
富
士
大
和
温
泉
病
院
停
留

所
に
て
接
続

③

計
画

運
行

回
数

利 便 増 進 特 例 措 置

地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
の
基
準
適
合

（別
表
７
・別

表
９
・別

表
１
０
）

佐
賀
市

（有
）
松
原
タ
ク
シ
ー
(1
1
)
杉
山
・
市
川
区
域

富
士
町
の

一
部

2
9
4
日

1
,8
5
3
.0
回

区
域

②
(1
)

昭
和
自
動
車
株
式
会
社
の
古
湯
線
と
富
士

支
所
前
停
留
所
に
て
接
続

③

中
央
タ
ク
シ
ー
㈱

(1
4
)
北
山
東
部
区
域

富
士
町
の

一
部

市
区
町
村
名

運
送
予
定
者
名

運
行
系
統
名

（申
請
番
号
）

運
行
系
統

系
統

キ
ロ
程

計
画
運

行
日
数
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表５　地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要

（単位：人）

　交通不便地域等の内訳

（１）記載要領

１．

２．

３．

４．

５．

６．

（２）添付書類
１． 「人口集中地区以外の地区」及び「交通不便地域等」の区分が分かる地図を添付すること。

（ただし、全域が交通不便地域等となる場合には省略可）

市区町村名 佐賀市

人　口

人口集中地区以外 94,241

交通不便地域等 5,816

人　口 対象地区 根拠法

4,711

1,105

富士町、三瀬村
（富士、北山、北山東部、三瀬）

過疎法

大和町大字松瀬、大字梅野、大字名尾
及び大字八反原（松梅、春日・春日北の

一部）
山村振興法

　地域公共交通計画、地域公共交通利便増進実施計画、地域旅客運送サービス継続実施計画の策定
年月日及び特例適用開始年度

計画名 策定年月日 特例適用開始年度

佐賀市地域公共交通計画 令和5年3月31日

「交通不便地域等」の欄は、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱（以
下、「交付要綱」という。）の別表７（ハ②（１））に記載のある過疎地域の人口、交付要
綱別表７（ハ②（２）（実施要領の２．（１）⑪））に基づき地方運輸局長等が指定する交通
不便地域の人口及び交付要綱別表７リに基づき地方運輸局長等が認める地域の合計
（重複する場合を除く）を記載すること。

「対象地区」の欄には、当該市町村の一部が交付要綱別表７（ハ②（１））に掲げる法律
（根拠法）に基づき地域指定されている場合に、根拠法ごとに当該区域の旧市町村名
等を記載すること。また、地方運輸局長等が指定する交通不便地域等が存在する場
合には、該当する区域名を記載すること。

「根拠法」の欄は、交通不便地域を地方運輸局長等が指定した場合は、「局長指定」と
記載すること。また、乗用タクシー以外での輸送が著しく困難であるものとして地方運
輸局長等が認めた場合は、「局長指定（乗用）」と記載すること。

「特例適用開始年度」の欄は、地域公共交通利便増進実施計画又は地域旅客運送
サービス継続実施計画を策定し、特例を適用する場合に記載すること。

佐賀市地域公共交通利便増進実施計画 令和7年2月3日

人口は最新の国勢調査結果を基に記載すること。ただし、地方運輸局長等が指定する
交通不便地域の場合は、申請する年度の前年度の３月末現在の住民基本台帳を基に
記載すること。

「人口集中地区以外」の欄は、国勢調査結果により設定された人口集中地区に該当し
ない地区の人口を記載すること。
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松梅地区デマンドタクシー運行区域図

　主な経路

　松原タクシー本社、営業所、車庫

　結節点（バス停）

凡　　　例

富士大和温泉病院

尼寺

田中
三反田

柚ノ木

バス路線及びタクシーへの影響を考慮し、尼寺・久池井エリア内の

利用及び尼寺・久池井エリアから富士大和温泉病院への利用は不可

とする。
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結節点：富士支所前

系統５、６、７、８

系統３、４

系統９、１０

結節点：富士大和温泉病院
結節点：富士小学校前→小関橋

富士町コミュニティバス

運行区域図

系統１４

系統１３

系統１２

系統１１
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三瀬地区
コミュニティ
バス路線

村内西まわり

村内東まわり

村外路線

結節点：富士大和温泉病院

内野

北山ダム東部入口

系統2：三瀬村外線

（補助対象）

池田口

柚木

三瀬支所
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